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令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
定
期

監
査
（
そ
の
４
）
の
監
査
結
果
に

基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、

茂
原
市
長
か
ら
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
監
査
の
種
類　
定
期
監
査

◆
措
置
年
度　
　

令
和
２
年
度

 

都
市
建
設
部　
建
築
課

【
監
査
結
果
】

〇
国
の
被
災
者
支
援
で
あ
る
「
被

災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
」
は
、

居
住
住
宅
の
全
壊
ま
た
は
大
規
模

半
壊
が
対
象
で
あ
り
支
給
対
象
外

と
な
る
世
帯
が
多
い
こ
と
か
ら
、

本
市
独
自
の
支
援
策
と
し
て
、

「
茂
原
市
被
災
住
宅
修
繕
緊
急
支

援
事
業
補
助
金
」
を
創
設
し
支
援

の
拡
充
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、

今
後
も
被
災
者
の
生
活
基
盤
の
再

建
の
た
め
被
災
者
に
寄
り
添
っ
た

支
援
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

〇
建
築
行
政
に
つ
い
て
は
、
過
去

の
浸
水
被
害
を
踏
ま
え
、
従
前
よ

り
設
計
業
者
等
に
対
す
る
浸
水
地

域
の
情
報
提
供
、
助
言
等
を
行
っ

て
い
る
。
不
動
産
業
者
に
は
契
約

時
に
顧
客
に
対
し
津
波
や
土
砂
災

害
の
リ
ス
ク
を
伝
え
る
「
重
要
事

項
説
明
」
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
が
、
河
川
氾
濫
や
豪
雨
等
に
よ

る
浸
水
リ
ス
ク
は
義
務
付
け
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
昨
今
の
台
風
や

豪
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
を
鑑
み
、

市
民
の
安
全
確
保
、
迅
速
な
避
難

の
た
め
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

活
用
し
た
浸
水
リ
ス
ク
の
情
報
提

供
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た

い
。

【
措
置
内
容
】

〇
令
和
元
年
の
風
水
害
に
よ
る
住

宅
支
援
に
つ
い
て
は
、
国
の
「
被

災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
」
を
活

用
す
る
他
、
本
市
独
自
の
支
援
策

と
し
て
、「
茂
原
市
被
災
住
宅
修

繕
緊
急
支
援
事
業
補
助
金
」
を
創

設
し
、
よ
り
多
く
の
被
災
者
の
生

活
の
安
定
と
住
宅
の
安
全
確
保
を

図
っ
た
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
る
工
事
の
遅

延
等
を
考
慮
し
、
災
害
か
ら
約
１

年
間
と
し
て
い
た
補
助
金
の
申
請

期
間
を
、
令
和
２
年
12
月
28
日
ま

で
約
２
か
月
延
長
し
、
市
民
の
支

援
に
努
め
た
。

〇
令
和
２
年
８
月
、
不
動
産
取
引

の
重
要
事
項
説
明
に
新
た
に
「
水

害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
け
る
対

象
物
件
の
所
在
地
」
が
追
加
さ
れ

た
。
現
在
、
不
動
産
調
査
の
相
談

が
あ
っ
た
際
は
、
河
川
氾
濫
や
豪

雨
等
に
よ
る
浸
水
リ
ス
ク
、
市
民

の
安
全
を
考
慮
し
、
本
市
庁
内
用

電
子
地
図
を
活
用
し
た
洪
水
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
情
報
提
供

を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
浸
水
エ

リ
ア
の
情
報
を
公
開
用
電
子
地
図

に
搭
載
し
、
随
時
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
最
新
の
情
報
が
閲
覧
で

き
る
よ
う
対
応
し
て
い
る
。

問
合
せ

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０  

⒇
１
６
０
７

　
監
査
の
結
果
に
対
す
る
措
置

ごみの
減量化に
ご協力
ください

ご
み
を
減
量
化
す
る
有
効
な
方

法
と
し
て
は
、
生
ご
み
の
堆
肥
化

が
あ
り
ま
す
。

生
ご
み
は
水
分
が
多
く
燃
え
に

く
い
た
め
、
ご
み
処
理
場
の
処
理

能
力
低
下
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
市
内
に
住
所
を
有

し
、
現
に
居
住
し
て
い
る
方
を
対

象
に
、
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
に

対
す
る
補
助
、
生
ご
み
堆
肥
化
容

器
（
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
・
Ｅ
Ｍ
容

器
）
の
助
成
販
売
（
市
で
購
入
し

た
も
の
に
補
助
金
を
差
し
引
い
た

額
で
販
売
）
な
ど
、
減
量
化
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

◆
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
補
助
金

制
度
（
電
動
式
・
手
動
式
）

・
補
助
金
額

購
入
額
の
１
／
２
（
千
円
未
満

切
捨
。
上
限
１
万
８
千
円
。
た
だ

し
、
販
売
店
に
お
い
て
ポ
イ
ン
ト

に
よ
る
支
払
い
を
し
た
場
合
、
ポ

イ
ン
ト
分
は
補
助
対
象
外
。
１
世

帯
あ
た
り
５
年
度
に
１
基
、
家
庭

用
に
限
る
。）

・
必
要
書
類
等

　

補
助
金
交
付
申
請
書
、
販
売
店

発
行
の
領
収
書
、
品
質
保
証
書
、

身
分
証
明
書
、
通
帳

※
申
請
書
は
、
環
境
保
全
課
窓
口

ま
た
は
同
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
か

ら
入
手
。

※
予
算
額
に
達
し
た
場
合
、
受
付

を
終
了
し
ま
す
。

◆
生
ご
み
堆
肥
化
容
器
助
成
販
売

・
コ
ン
ポ
ス
タ
ー　

１
３
０
型　

２
８
０
０
円

１
９
０
型　

３
１
８
０
円

２
３
０
型　

４
３
７
０
円

・
Ｅ
Ｍ
容
器
（
Ｅ
Ｍ
バ
ケ
ツ
２
個
）   

１
９
２
０
円

問
合
せ

環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４ 

⒇
１
６
０
４


